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会
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奈

良

県

人

事

委

員

会

事

務

局

規

程



昭

和

五

十

八

年

四

月

奈

良

県

人

事

委

員

会

訓

令

甲

第

一

号

�

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

し

'

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

0 

 
 

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

人

事

委

員

会

委

員

長 

森 
 

宏 

之 

 

第

四

条

の

見

出

し

中

:

次

長

;

の

下

に

:

及

び

課

長

;

を

加

え

'

同

条

中

:

次

長

;

の

下

に

:

及

び

課

長

;

を

'

:

別

表

第

二

;

の

下

に

:

及

び

別

表

第

三

;

を

加

え

る

0 

 

第

七

条

第

一

項

中

:

事

務

局

長

が

不

在

;

の

下

に

:



出

張

'

病

気

そ

の

他

の

理

由

に

よ

り

決

裁

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

状

態

に

あ

る

こ

と

を

い

う

0

以

下

同

じ

0

�

;

を

加

え

'

同

条

第

二

項

た

だ

し

書

を

削

り

'

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

0 

３ 

課

長

が

不

在

の

と

き

は

'

次

長

が

そ

の

事

務

を

代

決

す

る

こ

と

が

で

き

る

0 

 

別

表

第

一

第

十

三

号

中

:

規

則

第

六

条

関

係

第

三

項

;

を

:

規

則

第

六

条

関

係

第

四

項

;

に

改

め

'

同

表

第

十

四

号

中

:

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則



昭

和

四

十

六

年

三

月

奈

良

県

人

事

委

員

会

規

則

第

二

十

号

�

第

十

一

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

認

定

及

び

;

を

削

り

'

同

表

第

十

五

号

中

:

第

五

条

第

三

項

第

二

号

;

を

:

第

五

条

第

二

項

第

二

号

;

に

'

:

規

則

第

五

条

関

係

第

五

項

第

一

号

;

を

:

規

則

第

五

条

関

係

第

四

項

第

一

号

;

に

改

め

る

0 

別

表

第

二

第

一

号

中

:

事

務

局

職

員



事

務

局

長

'

参

事

及

び

次

長

を

除

く

0

次

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

0

�

;

を

:

課

長

;

に

改

め

'

同

表

第

二

号

及

び

第

三

号

中

:

事

務

局

職

員

;

を

:

課

長

;

に

改

め

'

同

表

第

四

号

を

削

り

'

同

表

第

五

号

中

:

配

付

;

を

:

配

布

等

;

に

改

め

'

:

こ

と

;

の

下

に

:



定

型

的

又

は

軽

易

な

も

の

を

除

く

0

�

;

を

加

え

'

同

号

を

同

表

第

四

号

と

し

'

同

表

第

六

号

を

同

表

第

五

号

と

し

'

同

表

第

七

号

を

削

る

0 

 

別

表

第

二

の

次

に

次

の

一

表

を

加

え

る

0 

       



別
表
第
三


第

四

条

関

係

� 

 
 
 
 

課

長

専

決

事

項 
 

             

一 

事

務

局

職

員



事

務

局

長

'

参

事

'

次

長

及

び

課

長

を

除

く

0

次

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

0

�

の

旅

行

命

令



私

有

自

動

車

等

に

係

る

承

認

を

含

む

0

�

及

び

復

命

に

関

す

る

こ

と

0 

二 

事

務

局

職

員

の

超

過

勤

務

'

休

日

勤

務

及

び

夜

間

勤

務

命

令

に

関

す

る

こ

と

0 

三 

事

務

局

職

員

の

服

務

に

関

す

る

願

及

び

届

の

処

理

並

び

に

勤

務

時

間

条

例

第

六

条

第

一

項 

に

規

定

す

る

週

休

日

の

振

替

及

び

四

時

間

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

に

関

す

る

こ

と

0 

四 

事

務

局

職

員

の

事

務

分

担

に

関

す

る

こ

と

0 

五 

定

型

的

又

は

軽

易

な

行

政

資

料

の

収

集

'

作

成

及

び

配

布

等

に

関

す

る

こ

と

0 

六 

定

型

的

又

は

軽

易

な

通

知

'

報

告

'

照

会

'

回

答

等

に

関

す

る

こ

と

0 

七 

そ

の

他

奈

良

県

事

務

決

裁

規

程

別

表

第

一

に

掲

げ

る

事

項

の

う

ち

'

出

先

機

関

の

課

長

等

が

専

決

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

こ

と
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